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和歌山県を訪れる方への手話等でのおもてなし 

あなたの心が伝わる「手話講座」を開催します！ 

 

１ 目 的   手話は聞こえない人と聞こえる人をつなぐ大切な言葉です。 

平成２９（２０１７）年１２月に和歌山県手話言語条例が制定され、県 

では誰もが「手話」に親しみ、耳の聞こえる人も聞こえない人もお互いを 

理解し合う「共生社会」の実現にむけて取り組んでいます。 

本県に観光等で訪れる方は増加しており、令和６（２０２４）年６月に

は第７２回全国ろうあ者大会ＩＮ和歌山も開催されるなど、今後も多くの

方が来訪される事が予想されます。 

ついては、耳の聞こえない人が和歌山県を訪れた際に、手話等で心温ま 

       るおもてなしが行えるよう宿泊施設等の観光関連事業所の従事者を対象に 

手話講座を開催します。 

 

２ 日 時  １回目 令和５（2023）年１０月１８日（水）13：30～15：30 

       ２回目 令和５（2023）年１０月２５日（水）13：30～15：00 

       ３回目 令和５（2023）年１１月１５日（水）13：30～15：00 

         ※３回連続講座ですが、１回目のみの受講も可能です 

 

３ 場 所  西牟婁総合庁舎 ４階 大会議室（住所 田辺市朝日ヶ丘２３－１） 

 

４ 内 容  １回目   講義等（聴覚障害者理解等） 

             ・講師 和歌山県聴覚障害者協会理事 

西牟婁振興局健康福祉部手話通訳 竹中 

       ２・３回目 手話実技（挨拶・基本会話等） 

             ・講師 西牟婁振興局健康福祉部手話通訳 竹中 

 

５ 対象者  宿泊施設・観光（案内所）等の従事者 

 

６ 定 員  １０人（先着順） 

 

７ 主 催  和歌山県 

 



８ その他  ・お申し込みはお電話又はＦＡＸで、氏名・住所・電話番号をご連絡くだ 

        さい。 

申込締切 令和５（２０２３）年１０月１３日（金） 

・一般住民の方を対象とした「はじめての手話」講座は１月に開催予定で 

す。後日お知らせします。 

・当日報道機関の皆様に記者席を準備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

 

◯和歌山県手話言語条例に基づく手話講座開催 

［今年度の開催予定］ 

令和５ 

（2023）年度 

県職員・市町村職員向け手話講座 

第１回 令和５（2023）年１０月１８日（事業所向けと同時開催） 

第２回 令和５（2023）年１０月２５日 １０：００～１１：３０ 

第３回 令和５（2023）年１１月１５日 １０：００～１１：３０ 

 

 

［過去の開催状況］ 

令和４ 

（2022）年度 

県職員・市町村職員向け手話講座 

第１回 令和４（2022）年１１月２日 

第２回 令和４（2022）年１１月９日 

第３回 令和４（2022）年１２月２日 

 

「はじめての手話」講座 ※一般住民の方対象 

 令和５年１月２８日・２月８日 

 

申 込 先（問い合わせ先）     

西牟婁振興局健康福祉部総務福祉課（担当 竹中・石井） 

TEL ０７３９－２６－７９３２ 

FAX ０７３９－２６－７９３５ 


